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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数本の電線を車両に搭載される電子ユニットの回路に防水状態で接続するための構造
であって、
　前記電子ユニットの回路を収納し、かつ、前記各電線の端末をそれぞれ挿通するための
複数の挿通孔を有するユニットハウジングと、
　前記各電線に装着され、当該電線の外周面と前記挿通孔の内周面との間に介在して前記
ユニットハウジング内への水の侵入を防止する防水栓と、
　これらの防水栓同士を連結することにより当該防水栓同士の相対位置を前記ユニットハ
ウジングにおける挿通孔同士の相対位置に対応する位置であってこれらの防水栓が前記各
挿通孔内に一括して嵌入可能な位置に固定する連結部材とを備え、
　前記防水栓の後端には径方向外側に突出する突条が形成され、
　前記連結部材は、前記各電線が挿通される複数の電線挿通孔と、これらの電線挿通孔よ
りも大径で当該電線挿通孔よりも前記ユニットハウジング側の位置にそれぞれ形成される
複数の防水栓嵌着孔と、これらの防水栓嵌着孔の開口周縁からそれぞれ内側に突出する鍔
部とを有し、当該鍔部の内側から前記防水栓嵌着孔内に前記防水栓の後端部が圧入されて
当該後端部の突条が前記鍔部に対して防水栓嵌着孔の内側から引っ掛かる状態で、当該防
水栓を当該連結部材から前記ユニットハウジング側に突出する状態で保持するものであり
、かつ、前記各電線が前記各挿通孔に挿通されながら当該挿通孔内に前記各防水栓が嵌入
された状態で前記ユニットハウジングの外面に固定可能となるように構成されていること
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を特徴とする電子ユニットと電線との防水接続構造。
【請求項２】
　請求項１記載の電子ユニットと電線との防水接続構造において、前記複数本の電線が導
電性をもつシールド部材で覆われてシールドケーブルを構成するとともに、前記連結部材
にボルト挿通孔が設けられ、このボルト挿通孔に金属製のボルトが挿通された状態で当該
ボルトが前記ユニットハウジング側に固定されることにより、前記連結部材が前記ユニッ
トハウジングに固定され、かつ、前記シールド部材が前記ボルト及び前記ユニットハウジ
ングを通じて接地されるように構成されていることを特徴とする電子ユニットと電線との
防水接続構造。
【請求項３】
　請求項２記載の電子ユニットと電線との防水接続構造において、前記シールド部材の端
部にボルト挿通孔をもつ取付金具が接続され、このボルト挿通孔及び前記連結部材のボル
ト挿通孔に金属製のボルトが挿通された状態で当該ボルトが前記ユニットハウジング側に
固定されることにより、前記シールド部材が前記連結部材に固定され、かつ、前記シール
ド部材が前記取付金具、前記ボルト、及び前記ユニットハウジングを通じて接地されるよ
うに構成されていることを特徴とする電子ユニットと電線との防水接続構造。
【請求項４】
　複数本の電線を車両に搭載される電子ユニットの回路に防水状態で接続するための方法
であって、
　前記各電線に装着される防水栓を共通の連結部材に保持させてこの連結部材により相互
連結することにより防水栓同士の相対位置を前記電子ユニットの回路を収納するユニット
ハウジングに設けられた複数の挿通孔同士の相対位置にそれぞれ対応する位置に固定して
おく工程と、
　この状態で各電線の端末を前記各挿通孔に挿通しながら当該挿通孔内に前記各防水栓を
一括して嵌入する工程と、
　前記連結部材を前記ユニットハウジングの外面に固定する工程とを含み、
　前記防水栓にはその後端に径方向外側に突出する突条が形成されたものが用いられ、
　前記連結部材には、前記各電線が挿通される複数の電線挿通孔と、これらの電線挿通孔
よりも大径で当該電線挿通孔よりも前記ユニットハウジング側の位置にそれぞれ形成され
る複数の防水栓嵌着孔と、これらの防水栓嵌着孔の開口周縁からそれぞれ内側に突出する
鍔部とを有するものが用いられ、
　前記鍔部の内側から前記防水栓嵌着孔内に前記防水栓の後端部をそれぞれ圧入して当該
後端部の突条を前記鍔部に対して防水栓嵌着孔の内側から引っ掛けることにより、当該防
水栓が当該連結部材から前記ユニットハウジング側に突出する状態で固定されることを特
徴とする電子ユニットと電線との防水接続方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、複数の電線を車両に搭載される電子ユニットに防水状態で接続するための構
造及び方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　従来、車両に搭載される電子ユニット（例えば電動モータの制御ボックス）に複数の電
線からなるケーブルを防水状態で接続するための構造として、例えば図９及び図１０に示
すようなものが知られている。その接続手順は次のとおりである。
【０００３】
　１）図９に示すように、導電性を有する金属製のシールド用編組１０で覆われたシール
ドケーブルにおいて、そのシールド用編組１０の端末を長さＬだけ除去して各電線１２の
端末を露出させる。
【０００４】
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　２）図１０に示すように、各電線１２の端末を皮剥ぎして内部導体１３を露出させ、そ
のすぐ後方の位置にゴム等からなる筒状の防水栓１４を外側から嵌着する。この防水栓１
４は、その先端側から順に、小径の圧着部１４ａ、大径の本体部１４ｂ、及びこれよりも
大径の鍔部１４ｃを一体に有している。
【０００５】
　３）各電線１２の端末に端子金具１６を固定する。この端子金具１６としては、図１０
に示すように、貫通孔１６ａをもつリング状の先端部と、その後方に形成された導体バレ
ル部１６ｂと、その後方に形成されたインシュレーションバレル部１６ｃとを有するもの
を用い、前記導体バレル部１６ｂを前記内部導体１３の周囲に圧着するとともに、インシ
ュレーションバレル部１６ｃを防水栓１４の圧着部１４ａの周囲に圧着する。また、図９
に示すように、前記シールド用編組１０につながるドレイン線１５の端末にもリング状の
端子金具１６′を接続、固定しておく。
【０００６】
　４）図９に示すように、電子ユニットのユニットハウジング１８に設けられた筒状の挿
通部１９に各電線１２の端末（すなわち端子金具１６）を挿通し、さらに各防水栓１４を
前記各挿通部１９に圧入して防水構造を形成する。
【０００７】
　５）前記挿通部１９を通じてユニットハウジング１８内に侵入した各電線１２の端子金
具１６を、当該ユニットハウジング１８内に収納された図略の電子回路に接続する。
【０００８】
　６）ドレイン線１５の端末に固定した端子金具１６′にビス２２を挿通してユニットハ
ウジング１８の外面に設けられたねじ孔２０にねじ込むことにより、当該端子金具１６′
をユニットハウジング１８の外面に接触させ、かつ固定する。これにより、前記シールド
用編組１０をドレイン線１５、端子金具１６′、及びユニットハウジング１８の外面を通
じて接地することが可能な状態になる。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
　前記構造及び方法では、各電線１２に装着した防水栓１４を挿通部１９に圧入する作業
を当該電線ごとに行わなければならない。しかも、圧入後に防水栓１４が挿通部１９から
抜けないようにするためには各防水栓１４について別途固定作業をする必要があり、作業
効率が悪く、また構造も煩雑となりやすい。また、このような接続作業を簡略化する手段
として、防水コネクタの開発も進められているが、かかるコネクタは構造が複雑でコスト
高となりやすい。
【００１０】
　本発明は、このような事情に鑑み、複数本の電線と電子ユニットとの防水接続を簡素な
構成で効率良く行うことができるようにすることを目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　前記課題を解決する手段として、本発明は、複数本の電線を車両に搭載される電子ユニ
ットの回路に防水状態で接続するための構造であって、前記電子ユニットの回路を収納し
、かつ、前記各電線の端末をそれぞれ挿通するための複数の挿通孔を有するユニットハウ
ジングと、前記各電線に装着され、当該電線の外周面と前記挿通孔の内周面との間に介在
して前記ユニットハウジング内への水の侵入を防止する防水栓と、これらの防水栓同士を
連結することにより当該防水栓同士の相対位置を前記ユニットハウジングにおける挿通孔
同士の相対位置に対応する位置であってこれらの防水栓が前記各挿通孔内に一括して嵌入
可能な位置に固定する連結部材とを備え、前記防水栓の後端には径方向外側に突出する突
条が形成され、前記連結部材は、前記各電線が挿通される複数の電線挿通孔と、これらの
電線挿通孔よりも大径で当該電線挿通孔よりも前記ユニットハウジング側の位置にそれぞ
れ形成される複数の防水栓嵌着孔と、これらの防水栓嵌着孔の開口周縁からそれぞれ内側
に突出する鍔部とを有し、当該鍔部の内側から前記防水栓嵌着孔内に前記防水栓の後端部
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が圧入されて当該後端部の突条が前記鍔部に対して防水栓嵌着孔の内側から引っ掛かる状
態で、当該防水栓を当該連結部材から前記ユニットハウジング側に突出する状態で保持す
るものであり、かつ、前記各電線が前記各挿通孔に挿通されながら当該挿通孔内に前記各
防水栓が嵌入された状態で前記ユニットハウジングの外面に固定可能となるように構成さ
れている防水接続構造である。
【００１２】
　また本発明は、複数本の電線を車両に搭載される電子ユニットの回路に防水状態で接続
するための方法であって、前記各電線に装着される防水栓を共通の連結部材に保持させて
この連結部材により相互連結することにより防水栓同士の相対位置を前記電子ユニットの
回路を収納するユニットハウジングに設けられた複数の挿通孔同士の相対位置にそれぞれ
対応する位置に固定しておく工程と、この状態で各電線の端末を前記各挿通孔に挿通しな
がら当該挿通孔内に前記各防水栓を一括して嵌入する工程と、前記連結部材を前記ユニッ
トハウジングの外面に固定する工程とを含み、前記防水栓にはその後端に径方向外側に突
出する突条が形成されたものが用いられ、前記連結部材には、前記各電線が挿通される複
数の電線挿通孔と、これらの電線挿通孔よりも大径で当該電線挿通孔よりも前記ユニット
ハウジング側の位置にそれぞれ形成される複数の防水栓嵌着孔と、これらの防水栓嵌着孔
の開口周縁からそれぞれ内側に突出する鍔部とを有するものが用いられ、前記鍔部の内側
から前記防水栓嵌着孔内に前記防水栓の後端部をそれぞれ圧入して当該後端部の突条を前
記鍔部に対して防水栓嵌着孔の内側から引っ掛けることにより、当該防水栓が当該連結部
材から前記ユニットハウジング側に突出する状態で固定される防水接続方法である。
【００１３】
　前記構造及び方法によれば、各電線に装着された防水栓同士を連結部材により連結する
（各防水栓を共通の連結部材によって一括して保持する）ようにしているので、その連結
状態のまま、ユニットハウジングにおける各挿通孔への各防水栓の嵌入作業を一括して行
うことができる。しかも、その嵌入とともに前記連結部材をユニットハウジングの外面に
固定するだけで、各防水栓の挿通孔からの抜け止めも一括して行うことができ、簡素な構
成で効率良く防水構造を構築することができる。
【００１４】
　ここで、前記各電線へのノイズの影響、あるいは各電線から外部へのノイズの影響を考
慮しなければならない場合には、前記複数の電線が導電性のシールド部材で覆われたシー
ルドケーブルを用いることが好ましい。この場合、前記シールド部材を接地する手段とし
て、例えば、当該シールド部材から導出したドレイン線に前記各電線と同様に端子金具及
び防水栓を装着し、当該防水栓を前記連結部材に保持して他の防水栓とともにユニットハ
ウジングの挿通孔に嵌入し、前記端子金具を電子ユニットのアース回路に接続するように
してもよいが、前記連結部材にボルト挿通孔が設けられ、このボルト挿通孔に金属製のボ
ルトが挿通された状態で当該ボルトが前記ユニットハウジング側に固定されることにより
、前記連結部材が前記ユニットハウジングに固定され、かつ、前記シールド部材が前記ボ
ルト及び前記ユニットハウジングを通じて接地される構成とすれば、前記ボルト及びユニ
ットハウジング自体を接続部材として利用することにより、前記端子金具や防水栓を用い
ずして前記シールド部材を接地する（すなわちシールド構造を構築する）ことができる。
【００１５】
　ここで、前記シールド部材と金属製のボルトとを電気的に接続するには、例えばシール
ド部材から導出したドレイン線を前記ボルトに直接接続するようにしてもよいが、前記シ
ールド部材の端部にボルト挿通孔をもつ取付金具が接続され、このボルト挿通孔及び前記
連結部材のボルト挿通孔に金属製のボルトが挿通された状態で当該ボルトが前記ユニット
ハウジング側に固定されることにより、前記シールド部材が前記連結部材に固定され、か
つ、前記シールド部材が前記取付金具、前記ボルト、及び前記ユニットハウジングを通じ
て接地される構成とすれば、前記ボルトによりシールド部材を連結部材及びユニットハウ
ジングに固定できるとともに、当該ボルトとシールド部材との電気的接続を前記取付金具
を介して行うことができ、作業効率はさらに高まる。また、電線の露出長さ（電線がシー
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ルド部材で覆われていない部分の長さ；前記図９では長さＬ）が非常に小さくなるため、
シールド性能も向上する。
【００１６】
【発明の実施の形態】
　本発明の第１の実施の形態を図１～図４に基づいて説明する。なお、前記図９及び図１
０に示した構成要素と同等の要素には同一の参照符を付し、その説明を省略する。
【００１７】
　この実施の形態は、前記図９及び図１０に示した例と同様、シールドケーブルを構成す
る各電線１２と電子ユニットとを接続するものである。
【００１８】
　ユニットハウジング４０は、金属製でそれ自身が接地可能となっており、図３及び図４
に示すように上方に開口する本体４５と、その開口を開閉する蓋４６とを備え、本体４５
内にはバスバー基板４８で構成された回路を収納する。本体４５の側壁には、前記各電線
１２が挿通可能な挿通孔４４が横一列に並べて設けられるとともに、その左右両翼に外方
に開口するねじ孔４２が形成されている。
【００１９】
　一方、ここに示す構造は、図１～図４に示すような連結部材３０を備えている。
【００２０】
　この連結部材３０は、合成樹脂等の絶縁材料により板状に形成されたものであり、一列
に並ぶ複数（電線１２と同数）の電線挿通孔３１と、その左右両翼に設けられたボルト挿
通孔３２とを有し、これら電線挿通孔３１及びボルト挿通孔３２の位置がそれぞれ前記ユ
ニットハウジング４０における挿通孔４４及びねじ孔４２の位置に対応している。
【００２１】
　各電線挿通孔３１の奥側（ユニットハウジング側）には当該挿通孔３１よりも大径の防
水栓嵌着孔３３が形成され、この防水栓嵌着孔３３の開口周縁から内側に鍔孔３３ａが突
出している。また、前記防水栓嵌着孔３３と反対側の面には、前記各電線挿通孔３１を外
側から取り囲む形状（図例では長円形状）のフード３４が形成されている。
【００２２】
　これに対し、各電線１２に装着される防水栓１４は、ゴム等の弾性材により筒状に形成
され、その後端に径方向外側に突出する突条１４ａが形成されており、この突条１４ａの
外径が前記防水栓嵌着孔３３の内径と略同等に設定されている。
【００２３】
　次に、この連結部材３０を用いた接続方法の例を以下に示す。
【００２４】
　１）まず、複数の電線１２とこれらを覆うシールド用編組（シールド部材）１０との間
に十分な隙間が確保されたシールドケーブルを製造する。このようにルーズなシールドケ
ーブルを製造するには、例えば前記複数の電線１２とダミー線とを併せて束ねた電線群の
周囲にシールド用編組１０を形成した後、前記ダミー線を引き抜くようにすればよい。こ
の方法により、前記ダミー線の分だけシールド用編組１０の内側に隙間を形成することが
できる。この隙間は、次の２）の工程を容易にするためのものである。
【００２５】
　２）前記電線１２を残してその端末よりも後方の位置へシールド用編組１０の端末を後
退させることにより、各電線１２の端末を露出させる。そして、これら電線１２を図１及
び図２に示すような連結部材３０の各電線挿通孔３１に対してその防水栓嵌着孔３３と反
対の側から挿通する。
【００２６】
　３）各電線１２の端末を皮剥ぎして内部導体１３を露出させ、そのすぐ後方の位置に同
図に示したゴム等からなる筒状の防水栓１４を外側から嵌着する。
【００２７】
　４）各電線１２の端末に端子金具１６を固定する。この端子金具１６も、前記図１０に
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示したように、貫通孔１６ａをもつリング状の先端部と、その後方に形成された導体バレ
ル部１６ｂと、その後方に形成されたインシュレーションバレル部１６ｃとを有するもの
を用い、前記導体バレル部１６ｂを前記内部導体１３の周囲に圧着するとともに、インシ
ュレーションバレル部１６ｃを前記防水栓１４よりも前方における電線１２の絶縁層の周
囲に圧着する。
【００２８】
　５）各防水栓１４の後端部を鍔部３３ａの内側から防水栓嵌着孔３３内に圧入する。こ
れにより、前記後端部における突条１４ａが鍔部３３ａに対して防水栓嵌着孔３３の内側
から引っ掛かり、強い力を受けない限り抜けない状態となる。すなわち、各防水栓１４は
共通の連結部材３０に保持され、この連結部材３０によって防水栓１４同士が相互連結さ
れた状態となり、この連結により、防水栓１４同士の相対位置はユニットハウジング４０
側の各挿通孔４４同士の相対位置に対応する位置に固定される。
【００２９】
　６）各電線１２の端部を各挿通孔４４に挿通し、かつ、各防水栓１４を各挿通孔４４内
に外側から嵌入する。このとき、各防水栓１４は前記連結部材３０によって各挿通孔４４
に対応する位置に保持されているので、各防水栓１４の嵌入作業を一括して行うことがで
きる。
【００３０】
　７）各ボルト挿通孔３２に金属製のボルト３８を外側から挿通し、ユニットハウジング
４０側のねじ孔４２にねじ込む。これにより、連結部材３０がユニットハウジング４０の
外面に固定されるとともに、各防水栓１４の抜け止めが一括して行われることとなる。
【００３１】
　８）前記挿通孔４４を通じてユニットハウジング４０内に侵入した各電線１２の端子金
具１６を、当該ユニットハウジング４０内に収納された電子回路に接続する。具体的には
、ユニットハウジングの蓋４６を開いた状態で、本体４５内に収納されるバスバー基板４
８上の適当なバスバー４８ａにビス４９によって各端子金具１６を接合し、電気的に接続
する。その後、蓋４６を閉じ、当該蓋４６とユニットハウジング本体４５との間をゴム製
のシール部材４７等でシールすることにより、ハウジング内のバスバー回路をハウジング
外部の水分から有効に保護するようにする。
【００３２】
　９）連結部材３０に形成されたフード３４に外側からシールド用編組１０の端部を被せ
、さらにその外側から図３及び図４に示すようなカシメ金具（例えばフード３４の外形に
沿った形状の板状金具）３６を被せてかしめることにより、シールド用編組１０を連結部
材３０に固定する。なお、連結部材３０に編組１０を固定するための具体的な手段は問わ
ず、必要に応じて溶着等を用いるようにしてもよい。
【００３３】
　１０）シールド用編組１０から導出されたドレイン線１０ａを一方のボルト３８に半田
付け等の手段で電気的に接続する。これにより、シールド用編組１０を前記ボルト３８及
びユニットハウジング４０とともに接地可能な状態となる。なお、前記ドレイン線１０ａ
とボルト３８との接続は、図１に示すように連結部材３０を固定する前の段階で行ってお
いてもよいが、ボルト３８の締付けを行ってから前記電気的接続を行う方が当該締付け作
業をより円滑にできる。
【００３４】
　本発明の第２の実施の形態を図５及び図６に示す。
【００３５】
　この実施の形態において、シールドケーブル、連結部材３０、及びユニットハウジング
４０の構造は前記第１の実施の形態と全く同様である。また、接続方法についても、前記
第１の実施の形態における１）～６）の工程については共通である。
【００３６】
　この実施の形態では、前記７）のボルトねじ込み工程の前に、予め、図５及び図６に示
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すような左右一対の取付金具１１をシールド用編組１０の端末に溶接等の手段で固定しか
つ電気的に接続しておく。各取付金具１１として、図例ではＬ字状のものを用い、その一
辺をシールド用編組１０の内側面に固定し、他辺が両外側に突出するように取付金具１１
の固定を行う。また、前記他辺にはボルト挿通孔１１ａを設けておき、このボルト挿通孔
１１ａが前記連結部材３０の各ボルト挿通孔３２と合致するようにその位置を設定する。
【００３７】
　この構造によれば、前記各取付金具１１のボルト挿通孔１１ａ及び連結部材３０のボル
ト挿通孔３２に金属製のボルト３８を挿通した状態でこのボルト３８をユニットハウジン
グ４０側のねじ孔４２にねじ込むことにより、連結部材３０及びシールド用編組１０をま
とめてユニットハウジング４０に固定することができると同時に、シールド用編組１０を
各取付金具１１及びこれに接触する金属製ボルト３８を通じて金属製のユニットハウジン
グ４０に電気的に接続することができる。すなわち、シールド用編組１０を前記取付金具
１１、ボルト３８、およびユニットハウジング４０を通じて簡単に接地することが可能に
なる。
【００３８】
　なお、本発明はシールドケーブルの接続に限らず、複数の電線１２を電子ユニットに防
水状態で接続する場合に広く適用が可能である。また、シールドケーブルに適用する場合
でも、そのシールド部材を接地する方法は上記方法に限らず、本発明にかかる構造とは別
の構造で前記シールド部材をアース接続するようにしてもよい。また、第３の実施の形態
として図７に示すように、シールド用編組１０から導出したドレイン線１０ａに他の電線
１２と同様に端子金具１６′及び防水栓１４′を装着し、この防水栓１４′を他の防水栓
１４とともに共通の連結部材３０に保持した状態でユニットハウジング４０の挿通孔４４
′に嵌着し、かつ、前記端子金具１６′をバスバー基板４８におけるアース接続用のバス
バー４８ａ′にビス４９′などで接合するようにしてもよい。
【００３９】
　その他、本発明は例えば次のような実施の形態をとることも可能である。
【００４０】
　(1) 本発明では各連結部材３０の材質を問わない。ただし、当該連結部材３０は合成樹
脂等の絶縁材料からなるものがより好ましい。
【００４１】
　(2) 前記ユニットハウジング４０を通じてシールド用編組１０の接地をする場合、当該
ユニットハウジング４０は必ずしも全体が金属で形成されていなくてもよく、その外面の
みが導電性をもつ金属で形成されたものでもよい。
【００４２】
　(3) 本発明において、シールド用編組１０により覆われる電線１２の本数や配列は特に
問わず、当該電線１２の配列に応じて連結部材３０の形状を適宜設定すればよい。また、
連結部材３０の形状を変則形状、例えば図８に示すようにフード３４が横方向に非常に長
い形状にしても、これに合わせて同図に示すようにシールド用編組１０の端末１０ｂを拡
開することにより、当該シールド用編組１０と連結部材３０との連結が可能である。
【００４３】
　(4) 本発明では、各電線１２の端末に固定される端子金具１６の形状も問わない。例え
ば、電子ユニット内のバスバーの端部に形成されたタブ端子に嵌合される雌型端子を電線
１２の端末に固定するようにしてもよい。
【００４４】
【発明の効果】
　以上のように本発明は、各電線に装着される防水栓を共通の連結部材に保持させて当該
防水栓同士を連結部材で連結しておき、これら防水栓をユニットハウジング側の挿通孔に
一括して嵌入するようにしたものであるので、簡素な構成で効率良く電子ユニットと複数
の電線との防水接続をすることができる効果がある。
【図面の簡単な説明】
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【図１】　本発明の第１の実施の形態においてシールドケーブルの各電線を電子ユニット
に接続する前の状態を示す一部断面斜視図である。
【図２】　前記各電線に装着された防水栓同士を連結部材によって連結した状態を示す断
面平面図である。
【図３】　前記各防水栓をユニットハウジングの挿通孔に嵌入して各電線をユニット内回
路に接続した状態を示す断面平面図である。
【図４】　図３のＡ－Ａ線断面図である。
【図５】　本発明の第２の実施の形態にかかる防水接続構造の分解斜視図である。
【図６】　（ａ）は図５に示す構造の分解断面平面図、（ｂ）は当該構造の組立断面平面
図である。
【図７】　本発明の第３の実施の形態にかかる防水接続構造の断面平面図である。
【図８】　本発明において連結部材の形状に合わせてシールド用編組の端末を拡開した例
を示す斜視図である。
【図９】　従来のシールドケーブルと電子ユニットとの接続構造の一例を示す斜視図であ
る。
【図１０】　シールドケーブルにおける電線の端末に防水栓及び端子金具を固定する構造
の一例を示す断面図である。
【符号の説明】
　１０　シールド用編組（シールド部材）
　１０ａ　ドレイン線
　１１　取付金具
　１１ａ　取付金具のボルト挿通孔
　１２　電線
　１４　防水栓
　１６　端子金具
　３０　連結部材
　３２　連結部材のボルト挿通孔
　３８　ボルト
　４０　ユニットハウジング
　４２　ねじ孔
　４４　挿通孔



(9) JP 4638064 B2 2011.2.23

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(10) JP 4638064 B2 2011.2.23

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】

【図９】



(11) JP 4638064 B2 2011.2.23

【図１０】



(12) JP 4638064 B2 2011.2.23

10

20

30

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｈ０１Ｒ  13/648   　　　　          　　　　　
   　　　　                                Ｈ０２Ｇ   3/08    　　　Ｎ          　　　　　

(72)発明者  熊澤　義弘
            愛知県名古屋市南区菊住１丁目７番１０号　株式会社オートネットワーク技術研究所内
(72)発明者  平井　宏樹
            愛知県名古屋市南区菊住１丁目７番１０号　株式会社オートネットワーク技術研究所内
(72)発明者  太田　孝士
            愛知県名古屋市南区菊住１丁目７番１０号　株式会社オートネットワーク技術研究所内
(72)発明者  境　茂樹
            愛知県名古屋市南区菊住１丁目７番１０号　株式会社オートネットワーク技術研究所内

    合議体
    審判長  岡田　孝博
    審判官  信田　昌男
    審判官  石川　太郎

(56)参考文献  実開昭６１－０８６９８９（ＪＰ，Ｕ）
              実開平５－１１４８３（ＪＰ，Ｕ）
              実開昭６１－２０５１８５（ＪＰ，Ｕ）
              特表平８－５１０８６３（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－２９４３４４（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H02G15/013
              H02G3/08
              H01R13/52
              H01R13/648
              B60R16/02


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

